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野田市規則第１８号 

 

野田市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に

関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

野田市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条

例施行規則（平成３０年野田市規則第４８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「、第２０条第１項第４号」を「及び第２０条第１項第４号」に

改め、同表溶出量基準の表カドミウムの項中「日本産業規格Ｋ０１０２（以下

「規格」という。）５５．２、５５．３又は５５．４」を「日本産業規格（以

下「規格」という。）Ｋ０１０２―３ １４．３、１４．４又は１４．５」に

改め、同表全シアンの項中「規格３８に定める方法（規格３８．１．１及び３

８の備考１１に定める方法を除く。）又は昭和４６年環境庁告示第５９号」を 

「規格Ｋ０１０２―２ ９．３．２若しくは９．３．３の蒸留操作を行い、９． 

４、９．５、９．６（ただし、蒸留操作は装置にて行わない。）若しくは９．

７の分析を行う方法又は昭和４６年１２月環境庁告示第５９号」に改め、「付

表１」の次に「（蒸留操作は装置にて行う。）」を加え、同表有機りんの項中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「                 「 

 昭和４９年環境庁告示第６４

号付表１に掲げる方法又は規

格３１．１に定める方法のう

ちガスクロマトグラフ法以外

のもの（メチルジメトンにあ

っては、昭和４９年環境庁告

示第６４号付表２に掲げる方

法） 
 を 

規格Ｋ０１０２―４ ７．２.

１及び７．２．３に定める方

法又はパラチオン、メチルパ

ラチオン若しくはＥＰＮにあ

っては規格Ｋ０１０２―４ 

７．２．１、７．２．２．２

及び７．２．５又は７．２．

１及び７．２．６に定める方

法（ただし、７．２．６に定

める方法により測定する場合

において、７．２．２のクリ

ーンアップを行うときは、７.

２．２．２に定める操作とす

る。） 

                」                 」 

に改め、同表鉛の項中「規格５４」を「規格Ｋ０１０２―３ １３．２、１３． 

３、１３．４又は１３．５」に改め、同表六価クロムの項中「規格６５．２（

規格６５．２．７に定める方法」を「規格Ｋ０１０２―３ ２４．３（２４． 

３．７」に改め、同表ひ素の項中「規格６１」を「規格Ｋ０１０２―３ ２０． 

２、２０．３、２０．４又は２０．５」に改め、同表総水銀の項中「昭和４６

年環境庁告示第５９号」を「昭和４６年１２月環境庁告示第５９号」に改め、

同表アルキル水銀の項中「昭和４６年環境庁告示第５９号」を「昭和４６年１

２月環境庁告示第５９号」に、「昭和４９年環境庁告示第６４号付表３」を「

昭和４９年９月環境庁告示第６４号付表１」に改め、同表ＰＣＢの項中「昭和

４６年環境庁告示第５９号」を「昭和４６年１２月環境庁告示第５９号」に改

め、同表ジクロロメタンの項及び四塩化炭素の項中「日本産業規格Ｋ０１２５

の」を「規格Ｋ０１２５ 」に改め、同表１．２―ジクロロエタンの項中 

 

 



「          「 

 １．２―ジク

ロロエタン 
 を 

１，２―ジク

ロロエタン 
 に、「日本産業規格Ｋ０１２５ 

         」          」 

の」を「規格Ｋ０１２５ 」に改め、同表１．１―ジクロロエチレンの項中 

「          「 

 １．１―ジク

ロロエチレン 
 を 

１，１―ジク

ロロエチレン 
 に、「日本産業規格Ｋ０１２５ 

         」          」 

の」を「規格Ｋ０１２５ 」に改め、同表１．２―ジクロロエチレンの項中 

「          「 

 １．２―ジク

ロロエチレン 
 を 

１，２―ジク

ロロエチレン 
 に、「日本産業規格Ｋ０１２５ 

         」          」 

の」を「規格Ｋ０１２５ 」に改め、同表１．１．１―トリクロロエタンの項 

「          「 

中 

１．１．１―

トリクロロエ

タン 

 を 

１，１，１―

トリクロロエ

タン 

 に、「日本産業規格Ｋ０１２ 

          」          」 

５の」を「規格Ｋ０１２５ 」に改め、同表１．１．２―トリクロロエタンの 

「          「 

項中 

１．１．２―

トリクロロエ

タン 

 を 

１，１，２―

トリクロロエ

タン 

 に、「日本産業規格Ｋ０１ 

           」          」 

２５の」を「規格Ｋ０１２５ 」に改め、同表トリクロロエチレンの項及びテ

トラクロロエチレンの項中「日本産業規格Ｋ０１２５の」を「規格Ｋ０１２５ 

」に改め、同表１．３―ジクロロプロペンの項中 



「          「 

 １．３―ジク

ロロプロペン 
 を 

１，３―ジク

ロロプロペン 
 に、「日本産業規格Ｋ０１２５ 

         」          」 

の」を「規格Ｋ０１２５ 」に改め、同表チウラムの項からチオベンカルブま

での項中「昭和４６年環境庁告示第５９号」を「昭和４６年１２月環境庁告示

第５９号」に改め、同表ベンゼンの項中「日本産業規格Ｋ０１２５の」を「規

格Ｋ０１２５ 」に改め、同表セレンの項中「規格６７．２又は６７．３又は

６７．４」を「規格Ｋ０１０２―３ ２６．２、２６．３又は２６．４」に改

め、同表ふっ素の項中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「                 「 

 規格３４．１（規格３４の備

考１を除く。）若しくは３４.

４に定める方法又は規格３４.

１ｃ）（注（６）第３文を除

く。）に定める方法（懸濁物

質及びイオンクロマトグラフ

法で妨害となる物質が共存し

ない場合にあっては、これを

省略することができる。）及

び昭和４６年環境庁告示第５

９号付表７に掲げる方法 

 を 

規格Ｋ０１０２―２ ５．２

及び５．３、５．２及び５．

４（妨害となる物質としてハ

ロゲン化合物又はハロゲン化

水素が多量に含まれる試料を

測定する場合にあっては、蒸

留試薬溶液として、水約２０

０ミリリットルに硫酸１０ミ

リリットル、りん酸６０ミリ

リットル及び塩化ナトリウム

１０グラムを溶かした溶液と

グリセリン２５０ミリリット

ルを混合し、水を加えて１，

０００ミリリットルとしたも

のを用い、規格Ｋ０１７０―

６ ６図２注記のアルミニウ

ム溶液のラインを追加する｡)､

５．２（蒸留操作を行う場合

にあっては、フェノールフタ

レイン溶液を加えず、ｐＨ試

験紙によって液性を判別する｡

懸濁物質及びイオンクロマト

グラフ法で妨害となる物質が

共存しないことを確認した場

合にあっては、これを省略す

ることができる。）及び５．

５又は５．２及び５．６に定

める方法 

                」                 」 



に改め、同表ほう素の項中「規格４７．１、４７．３又は４７．４」を「規格

Ｋ０１０２―３ ５．２、５．５又は５．６」に改め、同表１．４―ジオキサ 

「          「 

 
ンの項中 

１．４―ジオ

キサン 
 を 

１，４―ジオ

キサン 
 に、「付表８」を「付 

             」          」 

表７」に改める。 

別表第１含有量基準の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



含有量基準 

 項目 基準値 測定方法 

 カドミウム

及びその化

合物 

試料１キログラムにつき４５

ミリグラム以下であること。 

日本産業規格（以下「規格」

という。）Ｋ０１０２―３ 

１４．２、１４．３、１４．

４又は１４．５に定める方法

（準備操作にあっては、４．

２．４．５に定める方法を除

く。） 

 六価クロム

化合物 

試料１キログラムにつき２５

０ミリグラム以下であること｡ 

規格Ｋ０１０２―３ ２４．

３（ただし、２４．３．７を

除く。）に定める方法 

 シアン化合

物 

試料１キログラムにつき５０

ミリグラム以下であること。 

規格Ｋ０１０２―２ ９．４､

９．５、９．６又は９．７に

定める方法 

 水銀及びそ

の化合物 

試料１キログラムにつき１５

ミリグラム以下であること。 

昭和４６年１２月環境庁告示

第５９号付表２に掲げる方法 

 セレン及び

その化合物 

試料１キログラムにつき１５

０ミリグラム以下であること｡ 

規格Ｋ０１０２―３ ２６．

２、２６．３又は２６．４に

定める方法 

 鉛及びその

化合物 

試料１キログラムにつき１５

０ミリグラム以下であること｡ 

規格Ｋ０１０２―３ １３．

２、１３．３、１３．４又は

１３．５に定める方法（準備

操作にあっては、４．２．４.

５に定める方法を除く。） 

 ひ素及びそ

の化合物 

試料１キログラムにつき１５

０ミリグラム以下、かつ、埋

立て等の用に供する場所の土

地利用目的が農用地（田に限

規格Ｋ０１０２―３ ２０．

２、２０．３、２０．４又は

２０．５に定める方法 

農用地に係るものにあっては



る。）である場合にあっては､

試料１キログラムにつき１５

ミリグラム未満であること。 

農用地土壌汚染対策地域の指

定要件に係る砒素の量の検定

の方法を定める省令（昭和５

０年４月総理府令第３１号）

第１条第３項及び第２条に規

定する方法 

 ふっ素及び

その化合物 

試料１キログラムにつき４，

０００ミリグラム以下である

こと。 

規格Ｋ０１０２―２ ５．２

及び５．３、５．２及び５．

４（妨害となる物質としてハ

ロゲン化合物又はハロゲン化

水素が多量に含まれる試料を

測定する場合にあっては、蒸

留試薬溶液として、水約２０

０ミリリットルに硫酸１０ミ

リリットル、りん酸６０ミリ

リットル及び塩化ナトリウム

１０グラムを溶かした溶液と

グリセリン２５０ミリリット

ルを混合し、水を加えて１，

０００ミリリットルとしたも

のを用い、規格Ｋ０１７０―

６ ６図２注記のアルミニウ

ム溶液のラインを追加する。)

又は５．２（蒸留操作を行う

場合にあっては、フェノール

フタレイン溶液を加えず、ｐ

Ｈ試験紙によって液性を判別

する。）及び５．５に定める

方法 



 ほう素及び

その化合物 

試料１キログラムにつき４，

０００ミリグラム以下である

こと。 

規格Ｋ０１０２―３ ５．２､

５．５又は５．６に定める方

法 

 銅 埋立て等の用に供する場所の

土地利用目的が農用地（田に

限る。）である場合にあって

は、試料１キログラムにつき

１２５ミリグラム未満である

こと。 

農用地土壌汚染対策地域の指

定要件に係る銅の量の検定の

方法を定める省令（昭和４７

年１０月総理府令第６６号）

第１条第３項及び第２条に規

定する方法 

 ダイオキシ

ン類 

試料１グラムにつき１，００

０ピコグラム―ＴＥＱ以下で

あること。 

ダイオキシン類による大気の

汚染、水質の汚濁（水底の底

質の汚染を含む。）及び土壌

の汚染に係る環境基準につい

て（平成１１年１２月環境庁

告示第６８号）別表に定める

方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１の備考の１中「平成３年環境庁告示第４６号」を「平成３年８月環

境庁告示第４６号」に、「平成１５年環境省告示第１９号」を「平成１５年３

月環境省告示第１９号」に改め、同表備考の５中「規格６５．２．６」を「規

格Ｋ０１０２―３ ２４．３．２」に、「日本産業規格Ｋ０１７０―７の７」

を「規格Ｋ０１７０―７ ７のａ）又はｂ）」に改め、同表備考の６中「１．

２―ジクロロエチレン」を「１，２―ジクロロエチレン」に、「日本産業規格

Ｋ０１２５の」を「規格Ｋ０１２５ 」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の野田市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災

害の発生の防止に関する条例施行規則別表第１の規定は、この規則の施行の

日以後に行われる土砂等の埋立て等に使用する土砂等及び地質分析並びに排

水汚染状況測定について適用し、この規則の施行の日前に行われた土砂等の

埋立て等に使用された土砂等及び地質分析並びに排水汚染状況測定について

は、なお従前の例による。 


